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閣
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
閣
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
く
以
下
質
問
す
る
。

一

閣
議
に
関
わ
る
決
定
等
に
は
�
閣
議
決
定
�
閣
議
了
解
�
閣
議
報
告
の
三
種
類
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

右
の
�
�
�
に
つ
い
て
、
法
令
上
あ
る
い
は
行
政
運
営
上
の
効
力
に
違
い
が
あ
れ
ば
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

三

閣
議
が
成
立
す
る
た
め
の
構
成
要
件
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

内
閣
法
制
局
長
官
を
勤
め
た
故
林
修
三
氏
の
著
書
に
よ
れ
ば
「
閣
議
で
き
ま
っ
た
こ
と
は
、
通
例
、
後
日
の
証
拠
記
録
等

の
た
め
、
文
書
の
形
で
各
大
臣
の
サ
イ
ン
を
得
る
が
、
文
書
の
形
に
す
る
こ
と
は
、
法
律
上
の
要
件
で
は
な
い
。
口
頭
了
解

で
も
、
閣
議
の
決
定
の
効
力
に
変
わ
り
は
な
い
」
（
日
本
評
論
社
刊
「
法
令
用
語
の
常
識
」
（
第
三
版
二
十
二
刷
）
二
百
一

頁
）
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
に
お
い
て
も
、
「
口
頭
了
解
で
も
、
閣
議
決
定
の
効
力
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
か
。
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�

口
頭
了
解
に
よ
る
閣
議
決
定
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
持
廻
り
閣
議
に
お
い
て
も
口
頭
了
解
は
適
用
で
き
る
の

か
。

�

過
去
に
お
い
て
、
口
頭
了
解
に
よ
る
閣
議
決
定
が
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
具
体
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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